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研究成果の概要（和文）：平成24年に，「消費者教育の推進に関する法律」が施行された。しかしながら，「消
費者市民」育成を可能とする教科等横断カリキュラム開発は発達途上であり，そのカリキュラムにより育成され
た能力を見取るための評価技法の提案を行い，大学における消費者市民教育カリキュラムにおける指導と評価の
一体化を促進するためのモデルを示した。

研究成果の概要（英文）： In 2012, "The promotion of consumer education" was enforced. However, the 
development of a cross curriculum such as a subject which enables "consumer citizen" development is 
developing, proposing an evaluation technique for finding the ability trained by the curriculum, and
 in the curriculum of consumer citizen education at university We showed a model to promote 
integration of teaching and evaluation.

研究分野： 教科教育
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１．研究開始当初の背景 
消費者はこれまで行政から始まる弱

者の立場，つまり「保護の主体」であっ
た。しかし，リーマンショックに始まる
世界経済状況の不透明さは，行政の保護
を待つだけで良いとする消費者像を変
革させることになった。現代社会に生き
る消費者は，権利をもってそれを行使で
きる「権利の主体」であることが求めら
れ，自ら「社会的意思決定」ができる「消
費者力」を身につけることが重要となっ
た。消費者市民社会の育成の新展開とし
て，社会的に影響を与えうる消費者像と
して消費者市民の担い手を育成する消
費者教育が注目されている。平成 24 年
に成立した消費者教育推進法でも，消費
者教育の方向性として「個々の消費者の
特性及び消費生活の多様性を相互に尊
重しつつ，自らの消費生活に関する行動
が現在及び将来の世代にわたって内外
の社会経済情勢及び地球環境に影響を
及ぼし得るものであることを自覚して，
公正かつ持続可能な社会の形成に積極
的に参画する」ことが明記されている。 
本研究では，消費者市民社会を育成する
ためのカリキュラムを開発することが
目的である。 

 
２．研究の目的 

平成 24 年に，消費者教育の総合的・
一体的な推進ならびに国民の消費生活
の安定・向上に寄与することを目的とし
て，「消費者教育推進に関する法律」が
施行された。消費者教育とは，消費者の
自立を支援するために行われる消費生
活に関する教育及びこれに準ずる啓発
活動（消費者が主体的に消費者市民社会
の形成に参画することの重要性につい
て理解及び関心を深めるための教育を
含む。）であるが，ここでいう「消費者
市民社会」とは，個々の消費者の特性及
び消費生活の多様性の相互尊重，自らの
消費生活に関する行動が将来にわたっ
て内外の社会経済情勢及び地球環境に
影響を及ぼし得ることの自覚，公正かつ
持続可能な社会の形成に積極的に参画
することを目指している。しかしながら，
小・中・高等学校においては，各教科や
領域で消費者教育として取り扱われて
いる内容はあるものの，教科横断的かつ
体系的なカリキュラム構成とはなって
いない。一方，大学においては，教員養
成系という，将来小中高等学校で消費者
教育に携わるものとして重要な位置づ
けになる学生に対して，消費者市民社会
の構築を目指した教育に関してはもち
ろん，消費者教育の重要性やその意義ま
で，各教科や領域の教育法では捉えられ
ていても，消費者市民社会に視座を置い
て体系的に位置付けていることは少な

い。そこで本研究では，教員養成系大学
おける「消費者市民」育成を可能とする
教科等横断カリキュラムを開発し，その
カリキュラムにより育成された能力を
見取るための評価技法を提案すること
にある。加えて，大学における消費者市
民教育カリキュラムにおける指導と評
価の一体化を促進するためのモデルを
示すことを目的とする。 

 
３．研究の方法 

消費者市民の育成のためのカリキュ
ラム開発について，先行研究について調
査研究を行った。またこれまでの大学に
おけるカリキュラムを見直し，消費者市
民社会の構築を目指すことを目標とし
た，北海道教育大学講義「金融教育」の
カリキュラムを作成し，授業を実施した。
この授業では，消費者教育の理論，消費
者市民社会の展開，各教科教育と消費者
教育の関連，教科横断の実際などを内容
とし，実際に小学校・中学校で授業の再
現も行った。同名の授業は平成 20 年度
より継続して行っているが，本研究では，
平成27年度及び28年度の受講生に対し
て授業の事前及び授業後にアンケート
を実施し，教科横断の可能性や，消費者
市民社会についての意識の変容につい
て調査・分析を行った。授業後，これら
の結果等をもとに教科横断型のルーブ
リックを試作した。また，ノルウェー及
びスウェーデンにおける消費者教育の
訪問調査を行った。 

 
４．研究成果 

消費者市民社会においては，消費者が
持続可能な社会の形成に積極的に参画
することが求められ，そのためには消費
者教育を通じて実際の場や行動で学ぶ
ことが重要とされる。消費者市民社会を
めざすためには教科にとらわれず持続
可能な環境をも目指すものであり，これ
までの消費者教育のパラダイムの転換
が必要である。このため，大学における
講義「金融教育」において，事前と事後
にアンケートを取ることによって授業
効果の測定を行った。その内容は，授業
方法，金融教育・消費者教育のイメージ，
それらを学ぶ時期，学校教育における教
科との関連，消費者教育で取り上げる内
容（「消費者市民社会の形成」，「持続可
能な社会の形成」，「消費生活の多様性」
「消費生活と社会経済情勢との関連」）
などである。特に今回の研究においては，
教員養成学部において自分の専攻して
いる教育内容や，教科によって授業効果
が異なるかに注目した。この結果，社会
科，家庭科などはすでに関連授業等で市
民教育の意識が備わっていることから，
授業効果があまり見られなかったが，他



の専攻の学生は授業効果が大きかった。
これらの結果を基に，国際家政学会
（International Federation for Home 
Economics）では，同学会が採択した「国
連ミレニアム開発目標 2011IFHE ポジシ
ョン・ステートメント」，ゴール７（環
境の持続性）で家政学の役割として「資
源管理教育と持続可能な消費と通じた
毎日の生活の質の向上」をあげており，
それらの関連について発表を行った。ま
た，日本家政学会，日本消費者教育学会
北海道東北支部会及び全国大会，国際家
政学会議等で発表を行った。さらに教科
ごとにルーブリックを作成し，教科横断
の可能性について検討を行った。 
また，1995 年に「北欧閣僚評議会」に

よって北欧諸国共通の「消費者教育ガイ
ドライン」が策定されるなど，消費者市
民社会の構築を目指した教育が盛んで
ある北欧諸国のうち，ノルウェー及びス
ウェーデンに訪問調査を行った。北欧の
同ガイドラインは2000年及び2009年に
改訂されており，ノルウェーでは，2006
年に導入された義務教育課程・後期中等
教育のカリキュラムでは消費者教育の
内容が学際的に統合教科として扱われ
ていることがわかった。具体的には小学
校で「広告について考える」授業，「予
算やお金について考える」授業，中学校
では「予算について考える」授業等が行
われていた。またノルウェーでは消費者
行政は「子ども・平等省」が行っており，
①市場における消費者の権利の促進と
保護②効率的亜紛争解決の仕組みの提
供③情報と市場の透明性を通じた消費
者のエンパワーメントの促進を目標と
している。また，ノルウェーでは北欧諸
国との連携やヘッドマーク大学を拠点
とする消費者教育に関する学際的ネッ
トワークである CCN（Consumer Citizen 
Network）が中心となって，消費者市民
社会をめざすさまざまな活動が進めら
れていた。 
一方，スウェーデンでは，消費者行政

機関として消費者庁があるが，首都のス
トックホルムではなく300キロ以上離れ
た都市に移転していた。スウェーデンで
は 1940 年代から国により家計や家計簿
のつけ方といった支援活動が継続的に
行われ，1944 年家計研究所に発展，1971
年には消費者オンブズマン制度ができ
るなど早期から消費者行政が活発に活
動している。スウェーデンの学校におけ
る消費者教育に着目してみると中心と
して行われているのは家庭科及び社会
科であった。スウェーデンの中学校では
日本でいう衣・食・住・家族・福祉など
広域な内容である家庭科とは異なり，教
科名は「健康・経済・環境と消費者知識」
であり，その内容は，家計，消費者の権

利と責任，持続可能な消費というシンプ
ルなものであった。訪問した中等学校で
は，料理 50％，環境 30％，経済 20％が
授業の実態であるとのことであった。ま
た，高等学校では家庭科という教科はな
く，消費者教育は，社会科において家計
や予算の立て方，自立して家からでる準
備などの内容が行われていた。しかしな
がら，いずれの国も，国，消費者関連機
関，学校との連携及び教科，校種間での
連携が図られていた。 
わが国では，学習指導要領の改訂によ

り小学校家庭科，中学校技術家庭科家庭
分野の内容が３つに整理され「消費生
活・環境」が大きな柱となった。また，
高等学校では「公共」が科目として新設
されその中に消費者教育が重要な項目
として位置している。消費者市民社会を
消費者の社会的役割や消費者教育推進
の在り方を考える際，「消費者教育の推
進に関する法律」第２条の消費者市民社
会「消費者が，個々の消費者の特性及び
消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，
自らの消費生活に関する行動が現在及
び将来の世代にわたって内外の社会経
済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得
るものであることを自覚して，公正かつ
持続可能な社会の形成に積極的に参画
する社会」とされて一定の意識はなされ
ているものの一般化がなされていると
は言い難い。今後は，北欧のみならず国
連環境開発による SDGs などとの関連か
ら，消費者市民社会の構築について検討
を行う必要があるとの結論を得た。 
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かに埋め込むか」『社会科教育』明治図書 
pp.14～15,2017 年 4 月 
(2)大竹美登利,天野晴子,綿引伴子,鶴田 
敦子編鎌田浩子他"文部科学省検定済高等学
校教科書『家庭基礎』開隆堂,2016 年 3月 
(3)大竹美登利,天野晴子,綿引伴子,鶴田 
敦子編鎌田浩子他"文部科学省検定済高等学
校教科書『家庭総合』開隆堂,2016 年 3月 
(4)中村達也,藤本将人他22名 文部科学省検
定済(平成 28 年度使用)中学校社会科教科書
『中学社会 公民 ともに生きる 公民的
分野指導書』教育出版株式会社,2016 年 1 月
20 日 
(5)中村達也・藤本将人他 22 名 文部科学省
検定済(平成 28 年度使用)中学校社会科教科
書『中学社会 公民 ともに生きる』教育出



版株式会社,2016 年 1月 20 日 
(6)深谷克己,藤本将人他24名 文部科学省検
定済(平成 28 年度使用)中学校社会科教科書
『中学社会 歴史 未来をひらく』教育出版
株式会社,2016 年 1月 20 日 
(7)竹内裕一,藤本将人他20名 文部科学省検
定済(平成 28 年度使用)中学校社会科教科書
『中学社会 地理 地域に学ぶ』教育出版株
式会社,2016 年 1月 20 日 
(8)西村隆男・鎌田浩子他７名『ビギナーズ
のためのファイナンス入門』金融広報中央委
員会,2015 年 3月 
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